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おわりに

は じ め に

中国では都市部を中心に急速な経済成長を続

ける一方，都市と農村との経済格差は１９９０年代

中頃から大きく拡大してきており，中国が抱え

る深刻な問題となってきている。そして農村部

の経済発展を阻害する大きな要因のひとつ

が，１９９０年代中頃から顕在化してきた農村金融

の停滞である。農村部における農業生産の低迷

や低収益性，あるいは農村工業の不振によって，

毎年２０００億元あまりの資金が，農村から都市へ

と流出しているといわれている［厳２００２；陳

２００６］。

１９９４年に実施された国有銀行の商業化改革や，

９７年のアジア通貨危機によって中国政府の金融

機関への管理が強化されたことの影響も大きい。

国有商業銀行は不良債権処理と経営効率化のた

め，農村部の支店を閉鎖・統廃合したり，融資

権限を上級レベルに引き上げたりする措置を実

施した。また，金融規制の管理強化によって農
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《要 約》

農村から都市への資金流出を抑制し，農家や郷鎮企業の信用制約を解消するため，中国政府は２０００

年以降，本格的な農村信用社改革を実施してきた。筆者らは，同改革の農家借入行動への影響を明ら

かにするため，農村信用社改革の先行地域である江蘇省の２つの地域（泗洪県と興化市）で，２００５年

に農家調査を実施した。農家の借入は，両地域ともに農村信用社からの融資と親類・友人からの借入

が中心であるが，農村信用社のプレゼンスは近年，高まってきている。

信用制約に関するロジット分析の結果，泗洪県では人的資本を表す教育水準の高さや預金口座の存

在が，信用制約に陥る可能性を有意に引き下げる一方，病人の多さは世帯のその可能性を高めている。

他方，興化市では世帯主の年齢の高い世帯や請負面積が多い世帯が信用制約に陥りやすいが，外出労

働は信用制約を緩和させる機能を果たしていることが示された。さらに，借入チャネル選択に関する

考察によると，泗洪県では生活目的の借入を親類・友人からの借入に依存する傾向がある。とりわけ，

病人がいる世帯では医療費の負担額が大きいため，預金の取り崩しや合作医療からの給付では十分に

対応できず，インフォーマル金融が果たす役割がより大きいという結論が導かれた。

──────────────────────────────────────────────

──江蘇省における農家調査による考察──
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村金融で重要な役割を担っていた農村合作基金

会（注１）が１９９９年に一斉閉鎖された。そのため，

農村への信用チャネルが大幅に縮小され，農村

部の農家や郷鎮企業では深刻な資金難に陥った

のである［今井・渡邉２００６；曹２００１］。

このような状況を改善するため，中国政府は

農村部の主要なフォーマル金融である農村信用

社に対して，２００２年頃から本格的な改革を実行

してきた。すなわち，農村信用社の経営状況に

応じて，所有制改革を実施したり，債務超過に

対する人民銀行の資本注入や税制上の優遇措置

を講じたりするなど，農村信用社の経営改善を

図った。また，農家の信用制約（credit constraint）

を削減するため，２００１年から農家に対する少額

融資を積極的に実施するなど，農家向け融資を

強化する政策もとられている。

これらの一連の改革は，農村信用社の経営状

況の改善をもたらすとともに，農家の信用制約

の問題を大幅に解消し，信用社からの借入に対

する農家の満足度は大幅に向上したとの調査研

究や報告も存在する［中国農業部２００６；劉・郭

２００６］。

しかしながら，農家の資金需要に関する研究

の多くは，調査結果を記述的に整理したもので

あり，農家の資金需要について，信用制約など

の理論的側面を十分に踏まえた研究は限られて

いる。また，農家の借入行動の特徴について詳

細な実態調査が行われる一方，計量モデルにも

とづいた信用制約モデルの推計や借入需要関数

の推計などを行った実証研究も少ないのが現状

である。

そこで筆者らは，２００５年８月に江蘇省の２地

域（泗洪県と興化市）で農家調査を実施した（以

下，「江蘇省農家調査」と記す）。江蘇省は中央政

府によって２０００年から農村金融改革の実験省と

して指定され，農村信用社の改革が他の省に先

駆けて行われた地域である。そして江蘇省での

実験の成果にもとづいて，農村信用社改革が中

国全土に推し広められている（注２）。したがって，

農村信用社の改革とその農家への影響を考察す

る上で，江蘇省を研究対象とすることの意義は

大きいものといえよう。

本稿の分析では，この江蘇省農家調査の個票

データにもとづき，農村信用社改革による農家

の借入行動への影響を定量的に考察していくこ

とを主たる目的とする。すなわち，農村信用社

改革によって農家の信用需要がどの程度満たさ

れているのか，あるいは信用制約が発生してい

るのであれば，どのような要因が信用制約を引

き起こしているのかについて，調査データを利

用して検証していく。

また，農家の資金借入の目的は，農業・非農

業自営業の流動資金や投資資金，あるいは教育

費用や医療費の支払いなど，様々なものがある。

農家の借入需要を考察する際，このような需要

の多様性とそれに適合したチャネル選択行動に

着目し，その決定要因についても考察する。

本稿の構成は，以下の通りである。まず第Ⅰ

節では，農村信用社改革の動向とその内容につ

いて簡潔に説明した上で，農村信用社改革と農

家の信用制約に関する既存研究を整理する。続

く第Ⅱ節では，筆者らが江蘇省で実施した農村

調査の概要と調査地域の特徴に関して，調査票

の設計や農村信用社の与信管理などを含めて説

明する。そして，農家調査データを利用して農

家の信用制約の実態や借入チャネルによる農家

タイプの差異などについて，計量的分析を交え

ながら考察していく。そして最後に，本稿のま
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とめと今後の農村金融改革のあり方に対する政

策的インプリケーションを整理する。

Ⅰ 農村信用社改革の動向と

既存研究の整理

１．農村信用社改革の概要

農村信用社とは，農村部の農民を対象とした

フォーマルな金融機関である。建国以前に存在

した農村の高利貸しを一掃することを目的に，

農民に低利で金融サービスを提供する協同組合

金融組織として，農村信用社は１９４９年に設立さ

れた。そして農村信用社は，「郷ごとにひとつ

の信用社」という原則にもとづいて作られ，そ

の機構数（独立採算組織）は１９８０年代末には６

万を越えていた。しかし１９９０年代からの農村信

用社機構の統廃合や所有制改革によって，２００５

年には２万７０００余りにまで減少している［斉

２０００；Hoken２００６］。

農村信用社は，農業銀行と並んで農村部の金

融サービスにおいて重要な役割を果たしている。

農村預金残高に占める農村信用社の預金残高比

率でみると，１９８６年では５７パーセント，９５年で

は５１パーセントであり，貸出残高比率でも８６年

は２３パーセント，９５年では４４パーセントと高い

割合を占めていた（注３）。また，農業銀行の末端

機構は郷鎮レベルにとどまっていたのに対し，

農村信用社では郷鎮レベルの機構の他に，信用

ステーションや代理店などの末端機構が行政村

レベルまで整備されており，郷鎮企業や農業集

団組織，あるいは農家と近い関係にあった。

このような農村信用社に対して，１９９０年代中

頃から大きな改革が実施された。その改革は

１９９４年以降の第１期と，２００３年以降の第２期に

分類される。

第１期の改革は，１９９４年の国有銀行の商業化

に端を発した。農村金融全体の改革プログラム

としては，１９９４年には農業発展銀行の設立，９６

年には農村信用社の農業銀行からの分離・独

立（注４），そして９９年には農村合作基金会の一斉

閉鎖が実施された。

この第１期の改革において，農村信用社は人

民銀行の管理のもとで農家の協同組合金融組織

として機能するよう期待された。しかし，一連

の農村金融改革は十分な成果を上げることはで

きず，農村信用社の経営状況はむしろ深刻な状

況を呈していた。すなわち，農村信用社は１９９４

年以降，一貫して赤字経営を続けており，２００２

年末には全国の農村信用社全体で債務超過額が

３３００億元以上にまで膨れあがり，自己資本比率

はマイナス８．４５パーセント，不良貸付額が５１４７

億元，不良債権比率も３６．９３パーセントにまで

達した（注５）。

そのため，中央政府は第２期の農村信用社改

革に乗り出した。第２期の農村信用社改革の概

要については，表１に整理してある。２００３年６

月には「農村信用社改革の実験を深化させるた

めの方案」（「深化農村信用社改革試点方案」）が

国務院から公布された。この方案の主たる内容

としては，（１）農村信用社の立地条件や経営状

況に応じて，所有制改革を実施する（県信用社

と県聯社との統一法人［農村信用聯社］の設置や，

株式制銀行［農村商業銀行，農村合作銀行］（注６）の

設立，認可など），（２）信用社の過去の負債を処

理するため，預金利子の財政補�，法人税の免

除・減免，信用社の債務超過に対する再融資や

専用手形の発行を通じた中央銀行による資本注

入を行う，（３）民間貸借が進んでいる地域では，
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信用社の貸出金利の変動を許可する，という３

点が挙げられる。そして浙江省，江蘇省，山東

省，江西省，貴州省，吉林省，重慶市，陝西省

の８省・直轄市が農村信用社改革の試点単位に

認定され，農村信用社改革が他の省に先行して

実施された。

この試験地域での改革の成果を受け，２００４年

８月には国務院から「農村信用社改革の実験を

より一歩進めることに関する意見」（「関於進一

歩深化農村信用社改革試点的意見」）が公布され

た。この「意見」の目的は，８省における農村

信用社改革をいっそう進めるともに，農村信用

社改革をチベット・海南を除く全２９省で全面的

に展開することにある。

これらの改革の実施によって，農村信用社の

経営状況は大幅な改善をみせている。２００５年８

月に上海で開催された「２００５中国財富管理論壇」

において，中国銀行管理監督委員会の李偉・副

主席が行った講演によると，全国農村信用社の

自己資本比率は２００２年末のマイナス８．４５パーセ

ントから２００５年６月末には５．８９パーセント，不

良債権比率も同時期に３６．９３パーセントから

１７．５３パーセント（人民銀行による専用手形分を

控除すると２１．２３パーセント）へと大幅に改善し

ている。預金残高も２００５年末には３兆６９４億元

（２００２年末比で５４パーセント増），貸付残高も２

兆１９６８億元（同５８パーセント増，貸付残高のうち

農業貸付の割合は４６パーセント）に達しており，

預金・貸付残高双方において大幅な増加がみら

れるという。

表１ 農村信用社改革に関するおもな政策

政策・通達 公布元官庁 年月日 おもな内容

農村信用合作社の農家少額貸
付管理指導に関する意見

人民銀行 ２００１年１２月１０日
農家に対する少額融資の促進と，その貸付の
審査・実施に関する規定を明記

農家への少額貸付と農業支援
サービス業務の一層の改善に
関する通知

人民銀行 ２００２年４月２２日
少額貸付実施に関する地域特性に応じた，よ
り柔軟な対応と少額貸付制度の一層の普及

農村信用社改革の実験を深化
させるための方案

国務院 ２００３年６月２７日

県レベルの連合社（聯社）設立，農村信用社
の立地条件や経営状況に応じた所有制改革の
実施，不良債権処理の促進，貸出金利の弾力
化

農村信用社改革の実験をより
一歩進めることに関する意見

国務院 ２００４年８月１７日

８省における農村信用社改革を一層進めると
もに，農村信用社改革をチベットと海南をの
ぞく全２９省で全面的に展開（海南省では２００６
年から開始）

農村地区における銀行業金融
機関の参入政策を調整・緩和
し，社会主義新農村建設を一
層支持することに関する意見

銀行監督
委員会

２００６年１２月２２日

中西部や東北地域・海南省の県レベル以下の
地域，および国定・省認定の貧困県において，
農村金融への参入条件を緩和。民間資本によ
る村鎮銀行や信用合作組織，貸出子会社など
商業性金融機関の設立を認可。６省で試験的
に実施

（出所）各種資料にもとづき筆者作成。
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また，農村信用社の所有制の改革については，

２００５年末で全国には１２行の農村商業銀行が存在

し（うち８社が江蘇省），農村合作銀行は５８行，

農村信用社聯社は５２８行となっている［中国金

融学会２００６，３４，３８］（注７）。

他方，農業生産の運転資金や投資資金など，

農家の小口の借入需要に対応するため，人民銀

行は２０００年頃から農村信用社による農家への少

額貸付を支援する政策を打ち出し始めた。２００１

年１２月には「農村信用合作社の農家少額貸付管

理指導に関する意見」（「農村信用合作社農戸小

額貸款管理指導意見」），２００２年４月には「農家

への少額貸付と農業支援サービス業務の一層の

改善に関する通知」（「関於進一歩作好農戸小額信

用貸款発放進支農服務工作的通知」）を公布し，

農家に対する無担保少額融資と連帯保証少額融

資を全面的に展開し，農家の借入困難という状

況を改善するよう，経営努力を開始している。

２００２年末時点で，全国の３万７１０社（全信用

社の９２．６パーセント）の農村信用社において無

担保少額貸付業務を実施しており，その貸付残

高は１０００億元程度，貸付対象農家は５９８６万世帯

に達している。また，融資先の農村・農家の信

用度が高く，「信用村」や「信用郷鎮」（農村信

用社から農家に対して優先的に融資が行われる村

や郷鎮のこと）と認定された地域はそれぞれ４

万６８８５の村と１７３６の郷鎮である［杜２００４，１４］。

さらに，２００５年には約７０００万世帯（全農村世帯

の約３１パーセント）が農村信用社などの農村制

度金融から融資を受けており，借入需要のある

世帯（１億２０００万世帯）のうち約６０パーセント

を占めているという［中国農業部２００６，８８］。

２．農村信用社改革に関する既存研究のサー

ベイ

農村信用社改革の実態や農村金融の変容につ

いて，ミクロレベルの調査にもとづく研究が近

年，増加してきている。農村信用社の経営状況

に焦点を当てた研究としては，全国の１２省・７２

県の農村信用社にアンケート調査を実施した謝

・徐・沈（２００６）の調査，重慶市の改革状況を

調査した張（２００５），吉林省・江西省・浙江省

・重慶市の県レベルの農村信用社を対象とした

李（２００５）が挙げられる。いずれの研究も信用

社改革の財務状況や資本構成への影響を考察す

る一方，所有権改革の不徹底さや「三農」（農

業・農村・農民という３つの「農」）支援の弱さ，

そして利潤獲得能力の地域格差などの問題点を

指摘する。

江蘇省の農村信用社改革については，�・程

・卞（２００４）と�・張・王（２００７）の研究があ

る。前者は江蘇省内の２２の農村信用社に対する

アンケート調査結果にもとづき，２００２年以降の

江蘇省の農村信用社改革の経済効果とその問題

について分析している。後者は蘇北地区の１４県

の信用聯社のパネルデータ（１９９８～２００３年）を

利用して，金融仲介機能と財務状況の効率性変

化をDEA（Data Envelopment Analysis）法によっ

て計測し，効率性の変化とその要因について考

察する。

他方，農家の視点から農村信用社改革の効果

を評価する研究も増えてきている。王他（２００６）

は山西省内の農村信用聯社に対して実施した詳

細な実地調査にもとづき，当該信用聯社の農家

に対する少額貸付での審査方法や評価基準，実

際の貸付状況などについて整理する。葉・朱・

楊（２００４）は，河北省易県で農家調査を実施し，
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２００１～２００３年にかけての農家の借入状況や借入

目的，借入における農村信用社と農家との関係

について詳細に検討している。分析の結果，農

村信用社からの貸付は，経済的に豊かな農家や

農村信用社と関係の深い農家に対して行われる

一方，低所得世帯や社会的ネットワークの弱い

世帯は，医療費や教育費など生活目的の借入を

インフォーマル金融（親類・友人など）から得

るという特徴が示された。

また謝・徐（２００６）は，貴州省の金融機関と

農家に対してアンケート調査を実施した結果，

農家の重要な支出である医療費と教育費につい

て，信用社などのフォーマル金融よりも民間貸

借（親類・友人からの借入など）への依存度が高

く，フォーマル金融が農家の生活目的の借入需

要に十分に対応できていないという結論を導い

ている（注８）。

既存研究の成果を整理すると，改革によって

農村信用社の経営や資産状況には大幅な改善が

みられるものの，経営状況や利潤獲得能力など

の面では地域間の格差が非常に大きいことが挙

げられる。また農家レベルでみると，農村信用

社融資へのアクセスに対しては依然として制約

が存在するため，医療や教育などの生活目的の

借入に関して，農家は親類・友人からの借入に

依存する傾向が根強く存在しているといえる。

ただし，既存研究の多くが調査データの記述

統計の集計や理論的根拠の弱い計量分析にとど

まるものが多いため，農家が直面する信用制約

の問題を十分な説得性をもって考察していると

はいい難い（注９）。また，農村信用社改革の最先

進地域である江蘇省について，その改革の経済

効果を農家の視点から適切に評価した研究は，

現段階ではその数が非常に限られている。

ところで，本稿で参照する信用制約の理論的

フレームワークは，農家の動学的最適化モデル

を利用したZeldes（１９８９）によって定式化され

たものである。その後の実証分析では，信用制

約を受けている世帯の内生性が問題になり，新

たな分析手法が採用されてきている。すなわち，

Jappell（１９９０），Jappelli, Pischke and Souleles

（１９９８），Baydas, Meyer and Aguilera−Alfred

（１９９４），Barham, Boucher and Carter（１９９６），

宮田・澤田（２００６）などの研究では，実際の借

入状況から世帯を単純に分類するのではなく，

借入を却下された世帯や，却下を見越して借り

入れ申請を行わなかった世帯，さらには実際の

借入額が必要な金額に達していない世帯を「信

用制約を受けている世帯」と定義し，その内生

性を考慮した二段階推計や最尤法推計が行われ

ている。

また信用制約についての従来の研究では，お

もにフォーマル金融からの借入の有無という側

面が重視されてきた。それに対して，農家の経

営におけるインフォーマル金融からの借入を重

視した信用制約のフレームワークも提起されて

いる［Bell１９９３；Kochar１９９７］。それらの研究

によると，インフォーマル金融からの農家の借

入も考慮すると，実際に発生している信用制約

の割合はみかけよりも低いということが指摘さ

れている。

ただしインフォーマル金融と一口にいっても，

親類・友人からの無利子借入もあれば，回転型

貯蓄信用講（ROSCA）への参加，インターリン

ケージ，あるいは高利貸しからの借入など，多

様な形式が含まれている。そのため，インフォ

ーマル金融の特徴を細かく分類し，それぞれの

機能と役割について詳細に考察していく必要が

中国における農村信用社改革と農家の借入行動

7



ある。

そこで筆者らは，このような理論的フレーム

ワークを意識した上で，江蘇省の蘇北地区と蘇

中地区に所属する２つの県（泗洪県，興化市［県

レベルの市］）において，農家金融に関するアン

ケート調査を実施した。第Ⅱ節では，江蘇省農

家調査の概要について説明した上で，農家の信

用制約の実態とその特徴について考察していく。

Ⅱ 江蘇省農家における借入行動の変容

１．江蘇省農家調査と調査地域の概要

江蘇省農家に対するアンケート調査は，南京

農業大学の大学院生を調査員（計１２名）として

利用し，泗洪県と興化市の農村信用社（農村合

作銀行，農村信用聯社）の協力のもと，２００５年

８月に実施した。調査地域の全体的状況を反映

させるため，郷鎮の抽出では，県（市）の平均

的な経済水準よりも，「やや上」と「やや下」

の水準にある郷鎮を各々ひとつずつ選出した。

そして，各々の郷鎮から当該地域を代表する３

つの行政村を選択した。

村レベルでは，村民名簿を利用したランダム

スタートによる系統抽出法を採用し，各村から

約２５の農家を調査対象として選出した。したが

って，泗洪県・興化市の各々で１５０世帯（２郷

鎮×３村×２５農家），計３００世帯農家に対して面

談調査を実施した。データの欠損の関係上，ク

ロス表などの記述統計では２９７世帯，ロジット

分析の部分では２５１世帯（欠損値や異常値を含む

サンプルを除去）のデータを利用して推計を行

っている。

調査地域の経済概況については，表２に整理

した。江蘇省は沿海地域に属する省であり，経

済発展が進み，農民の純収入も全国平均に比べ

て６０パーセント程度高い水準にある（注１０）。しか

しながら表に示されるように，江蘇省は蘇北，

蘇中，蘇南という３つの地区で経済構造が大き

く異なる。すなわち，GDPに占める第１次産

業の割合でみると，蘇北地区が２０パーセントで

あるのに対し，蘇中地区では１１パーセント，蘇

南地区に至っては３パーセントと非常に低い。

逆に第２次産業の割合は蘇中地区と蘇南地区で

それぞれ５４パーセント，６０パーセントと高く，

工業化が進展していることがわかる。

また１人あたりGDPでも著しい格差が存在

しており，蘇南地区の１人あたりGDPは蘇北

地区のそれの４倍以上の水準にある。したがっ

て，農業生産が中心的な位置を占める蘇北地区，

民営企業の発展が顕著な蘇南地区，その中間的

な存在である蘇中地区と，江蘇省の３つの地区

を特徴付けることができる。

表２では，今回の調査対象地域である泗洪県

と興化市に関するデータも示してある。農民１

人あたり純収入でみてみると，蘇北地区と泗洪

県はそれぞれ３９０６元と３４２６元，蘇中地区と興化

市はそれぞれ４７６５元と４４０９元である。若干の差

は存在するものの，泗洪県と興化市が各々の所

属する地区を概ね代表する地域であることがわ

かる。そこで本調査では，泗洪県と興化市とい

う２つの地域の調査結果を比較させることで，

地区間での農家の借入行動の差異を明確にして

いく（注１１）。

農家データを利用した分析に入る前に，泗洪

県と興化市における農村信用社の改革動向につ

いて，現地でのヒアリング（２００５年８月）を利

用して簡単に整理する。泗洪県では２００５年４月

に農村信用社の機構改革が実施され，農村信用
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聯社から農村合作銀行へ改組された。ひとつの

郷鎮あたりに数カ所の営業所が存在しており，

職員数は３６２人（２００５年７月末）である。泗洪県

では少額貸付が１９９９年から開始されており，

２００２年末から農家に対する事前の信用調査を年

１回実施している。

信用調査では，農家の経営状況や家族の就業

状況などについての調査を行い，農家を３ラン

クに評価し，ランクごとに設定された融資上限

額（１万元，２万元，３万元）に応じて，少額貸

付を希望する農家に対して迅速に融資を行うと

いう方式を採用している。また，少額貸付では

基本的に担保は必要なく，その代わりに３～５

名のグループによる連帯責任制を採用している。

調査地域のひとつである泗洪県界集鎮で

は，２００５年８月時点で鎮内の約９０００世帯のうち，

約７０００世帯について信用調査書が作成されてお

り，今後は全農家に広げる予定であるという。

他方，興化市の農村信用社は，市レベルの農

村信用社と聯社を統合した農村信用聯社の形態

をとっている。２００５年７月末の農村信用聯社の

職員数は７０１人で，市内には６７の営業所が存在

する。興化市信用聯社でも三農業務を重視して

おり，１９９９年から農家に対する信用調査を年１

回実施し，各農家の信用調査書を作成している。

その資料にもとづき，農家に対してグループ責

任制による少額貸付を実施している点は，泗洪

県の信用社と同様である（注１２）。また，信用社の

行員に対しては１９９９年から人事評価制度の改革

に着手しており，行員の業績と給与を明確にリ

ンクさせたり，不良債権の発生に関わった行員

の刑事責任を追及したりするなど，行員に対す

る信賞必罰を強化している。

江蘇省，および調査対象県の農村信用聯社の

預金・貸付状況については，表３に整理した。

２つの地域とも，預金・貸付残高ともに順調な

表２ 江蘇省，および調査地域の概要（２００４年）

単位 江蘇省 蘇北 蘇中 蘇南

泗洪県 興化市

年末総人口 万人 ７，４３３ ３，２２９ ９８ １，７３１ １５５ ２，２４６

耕地面積 １，０００ha ４，７９５ ２，６３６ １３４ １，０９３ １２２ ９７７

総生産額（GDP） 億元 １５，５１２ ３，２２０ ６５ ２，７１９ １２４ ９，５９２

第一次産業
第二次産業
第三次産業

８％
５７％
３５％

２０％
４７％
３３％

３５％
３７％
２９％

１１％
５４％
３５％

２７％
３８％
３５％

３％
６０％
３７％

郷村就業人数 万人 ２，６６５ １，２３２ ４２ ７１９ ６４ ７１５

農林牧漁業
工業
建設業

４３％
２１％
１１％

５４％
１１％
９％

６７％
７％
４％

３９％
１９％
１７％

５０％
９％
８％

２７％
４１％
９％

１人あたりGDP 元 ２０，８５２ １０，００４ ６，４３６ １５，６８７ ８，００３ ４２，９６５

農民１人あたり純収入 元 ４，７５４ ３，９０６ ３，４２６ ４，７６５ ４，４０９ ６，５４４

（出所）江蘇省統計局（２００５）より筆者作成。
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伸びを示しており，とりわけ泗洪県では毎年２０

～３０パーセント程度の大幅な増加を示している。

また地域の特性を反映し，泗洪県では農業貸付

の割合が高く，９０パーセント以上の水準に達し

ていることがわかる。他方，興化市では２００３年

から貸付残高の増加が著しいが，農業への貸付

はむしろ停滞気味で，２００４年には農業貸付比率

が７５パーセントに落ちている。

なお，アンケート調査を実施した２００５年８月

時点では，農村信用社は泗洪県では農村合作銀

行，興化市では農村信用聯社へ改組されている

が，表記を簡素化するため，以下では「信用社」

に統一する。

２．調査世帯の特徴

調査対象農家の基本的な状況については，表

４に整理した。世帯の平均人数については，と

もに４．２人程度であるが，農外就業者数では２

つの地域で大きな格差が存在している。すなわ

ち，興化市の農外就業者数は１．８９人であり，泗

洪県のそれの倍以上の水準にある。このような

就業構造の違いを反映して，世帯１人あたり純

収入の格差も大きく，泗洪県は２１１６元であるの

に対し，興化市では５５３５元と倍以上の格差が存

在する。そして純収入の構成でみると，泗洪県

では農業純収入が純収入全体の６６パーセントを

占め，農業生産への依存度が高いのに対して，

興化市では農業純収入の構成比は２７パーセント

にとどまり，農外収入の割合が高いことがわか

る。

他方，世帯１人あたり消費支出でみてみると，

興化市の消費支出額が若干高いものの，支出の

絶対額や支出構成の双方について，２つの地域

で顕著な違いは存在しない。したがって，純収

入と消費支出でみると，泗洪県ではフローの貯

蓄は多少マイナスとなっているのに対し，興化

市では大幅なブラスとなっていることがわかる。

このような経済状況の違いは，農家の借入行動

に対して大きな影響を与えているものと予想さ

れる。

そこで，２００１～２００４年の間の農家の借入状況

について整理したものが表５である。当該期間

での「借入あり」世帯の割合は，泗洪県では７５

表３ 農村信用社の預金残高と貸付残高の推移

（単位：億元）

江蘇省 泗洪県 興化市

預金残高 貸付残高 預金残高 貸付残高 預金残高 貸付残高
農業比率 農業比率 農業比率

２０００年
２００１年
２００２年
２００３年
２００４年
２００５年

１，１７０
１，３３４
１，３３９
１，７１８
１，８８５
１，５８３

７４６
８５５
９２５
１，２４５
１，３１８
１，１１１

２３％
２６％
３２％
３４％
３７％
４６％

５．７
６．０
７．３
９．５
１１．８
n.a.

２．６
４．１
５．２
７．０
８．６
n.a.

９３％
９２％
９１％
９５％
９３％
n.a.

３３．４
３４．６
３１．５
３６．１
４３．２
n.a.

１１．６
１２．４
１４．４
１９．２
２２．５
n.a.

８６％
８２％
８２％
８１％
７５％
n.a.

（出所）『江蘇統計年鑑』（各年版），および関連資料より筆者作成。
（注）２００５年以降，江蘇省では農業合作銀行が数多く設立され，それらの預金・貸付残高の統計は別になったため，

江蘇省の信用社（聯社）の預金・貸付残高は統計上，大きく減少している。
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パーセントであるのに対し，興化市では５３パー

セントとなっており，経済的余剰が平均的に少

ない泗洪県において，借入を行う世帯の割合が

高いことがわかる。

借入先の構成比についてみてみると，「◯１信

用社のみ」が泗洪県では４３パーセント，興化市

では３８パーセントと共にもっとも高く，「◯２親

類のみ」の割合はそれぞれ２５パーセントと３４パ

ーセントであり，泗洪県では信用社，興化市で

は親類・友人からの借入への依存度が相対的に

高い。また「◯３信用社と親類・友人」の双方か

ら借りている世帯の割合は，泗洪県では２６パー

セント，興化市では２４パーセントであり，借入

世帯全体の４分の１程度に達している。他方，

表４ 調査対象農家の概要

表５ 借入先の構成（２００１～２００４年）

単位 合計 泗洪県 興化市

調査世帯数 戸 ２９７ １５３ １４４

世帯人数 人 ４．２６ ４．２７ ４．２４

農外就業人数 人 １．３１ ０．８８ １．８９

耕地面積 ムー ７．６４ ８．６２ ６．６０

世帯１人あたり純収入 元 ３，７７１ ２，１１６ ５，５３５

農業純収入
自営非農業純収入，賃金労働収入

４９％
５１％

６６％
３４％

２７％
７３％

世帯１人あたり消費支出 元 ２，６３４ ２，４６５ ２，８１５

住宅購入・改修，耐久消費財購入
結婚費用・祝い金等
教育費
医療費

１２％
１７％
２４％
１３％

１２％
１５％
２１％
１６％

１３％
１８％
２７％
１０％

（出所）江蘇省農家調査データより筆者作成。
（注）１ムー（畝）＝６．６７アール，１５ムー＝１ヘクタール。

泗洪県 興化市

世帯数 構成比 世帯数 構成比

借入あり １１５ ７５％ ７６ ５３％

◯１信用社のみ
◯２親類友人のみ
◯３信用社と親類友人から
◯４信用社と高利貸しから
◯５その他

５０
２９
３０
３
３

４３％
２５％
２６％
３％
３％

２９
２６
１８
０
３

３８％
３４％
２４％
０％
４％

借入なし ３８ ２５％ ６８ ４７％

計 １５３ １００％ １４４ １００％

（出所）表４に同じ。

中国における農村信用社改革と農家の借入行動
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高利貸しや「合会」（日本の頼母子講に類似した

互助的な金融組織），商業銀行などから借入を受

けている世帯の割合は非常に低く，信用社と親

類・友人が農家の主要な借入先となっているこ

とがわかる。

この点については，農家の借入に対する意識

の側面からも示されている。表６は「借入を行

う際，最初に想定する（申請する）借入先」に

ついての質問結果を整理したものである。表に

示されているように，泗洪県と興化市ともに「農

村信用社」と「親類・友人」を選択した割合が

約５割とほぼ拮抗しており，この２つのチャネ

ルが農家にとって，同程度に重要な借入先とし

て認識されていることがわかる（注１３）（注１４）。

さらに，農家の主要な借入先である「信用社」

と「親類・友人」という２つチャネルについて，

借入を受けている世帯の割合と，平均借入額（１

年間の累計借入額）の推移（２００１～２００４年）を表

７に整理した。信用社からの借入では，２つの

地域ともに借入世帯比率の上昇傾向がみられ，

特に泗洪県では２００４年にはその割合が３３パーセ

ントにまで達している。平均借入額についてみ

ると，泗洪県が５０００～６０００元である一方，興化

市では２万元以上の水準にあり，両地域の格差

は３倍程度になっている（注１５）。

他方，親類・友人からの借入状況をみてみる

と，２００１～２００２年の借入世帯の割合は両地域と

もに全世帯の６～７パーセントにとどまってい

た。しかし２００３年頃から上昇傾向がみられ，２００４

年には泗洪県では１９パーセント，興化市では１２

パーセントとなった。反面，平均借入額は２００４

年には若干の減少が観察されており，とりわけ

興化市での減少が顕著である。２００５年の平均借

入額は，泗洪県では５０００元前後，興化市では２

万元程度であり，金額的には信用社からの借入

額よりも若干少ない水準にある（注１６）。

３．信用制約の状況とその要因分析

表５で示されているように，信用社や親類・

友人からの借入を受ける世帯が数多く存在する

一方，借入を受けていない世帯の割合も少なく

表６ 借入が必要な際に最初に想定する金融機関

表７ 年次別農村信用社，および親類・友人からの借入状況

（％）

泗洪県 興化市

農村信用社
親類・友人
その他個人
商業銀行
銭荘
高利貸し
その他

５１
４８
０
０
１
１
０

４９
４８
０
３
０
０
０

（出所）表４に同じ。

信用社 親類・友人

借入世帯比率 平均借入額（元） 借入世帯比率 平均借入額（元）

泗洪県 興化市 泗洪県 興化市 泗洪県 興化市 泗洪県 興化市

２００１年
２００２年
２００３年
２００４年

１５％
２４％
２７％
３３％

４％
８％
１３％
２１％

４，７１９
５，７０８
５，５６７
６，４５６

２０，７１４
１６，４００
２１，６８８
２３，８１５

７％
７％
１２％
１９％

６％
６％
６％
１２％

５，３３０
５，１８２
５，３１３
４，９９６

２４，６００
２４，７８６
２３，８５７
１５，２８９

（出所）表４に同じ。
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ない。借入の有無を考察する際，注意すべきは

借入を受けていない世帯には，「借りたくても

借りられない世帯」と「借入を必要としない世

帯」（自己資金で対応可能，投資計画なし）とい

う２種類の世帯が含まれていることである。信

用制約を考える際，その対象となるのは前者で

ある。この世帯では信用制約が存在するため，

世帯にとって長期的に最適な投資計画や消費の

平準化が阻害され，低位の生産水準や厚生水準

にとどまることを余儀なくされていると予想さ

れる。

今回の調査では，２００１～２００４年の借入状況の

ほかに，２００４年の「借入需要の有無」と「実際

の借入状況」（実際の借入の有無，借入希望額と

実際に借りられた金額など）に関して詳細な質問

項目を設定した。これによって，農家の借入需

要が実際にどの程度，満たされているのかにつ

いても調査出来るようになっている。

そこで本稿では，借入需要があるにもかかわ

らず，実際には借入を受けていない世帯に加え，

借入が行われているにもかかわらず，実際の借

入額は希望金額に満たない世帯も「信用制約に

陥っている世帯」と定義する。

信用制約に関する既存研究では，フォーマル

金融からの信用制約のみに着目し，その要因を

分析する手法が主に採用されてきた。だが表６

と表７に示されているように，親類・友人から

の借入は農家にとって重要なチャネルであり，

金額的にも信用社からの借入に匹敵する水準に

ある。また本調査では，全体としての借入需要

の有無を質問する形になっており，チャネル毎

の借入需要を調査する質問形式にはなっていな

い。そのような調査設計上の制約のため，本稿

では親類・友人からの借入という，インフォー

マル金融も含めた信用制約の問題について考察

していく。

借入需要と実際の借入との関係については，

表８のクロス表の形で整理した。表で網掛けを

した部分（「借入需要あり」で「借入なし」）は，

信用制約に陥っていると想定される世帯である。

当該箇所の割合は泗洪県では１４パーセント，興

化市では８パーセントとなっており，泗洪県の

方が若干高いものの，信用制約に陥っている世

帯の割合は，全体として低い水準にあることが

わかる。

他方，借入を必要としていない世帯（「借入

需要なし」で「借入なし」）の割合をみると，泗

洪県では２２パーセントであるのに対し，興化市

では３３パーセントと相対的に高い割合を占めて

いる。これは２つの地域の所得水準や資金余剰

の格差を反映していると思われる。すなわち，

興化市の農家は所得水準が相対的に高く，預金

などの余剰資金が存在するため，借入に対する

需要自体が相対的に少なくなっていると想像さ

れる（注１７）。

では農家が信用制約に陥っていることは，農

家の農業生産や経済状況に対して，どのような

表８ 借入需要と実際の借入とのクロス表

（％）

泗洪県 興化市

借入あり 借入なし 借入あり 借入なし

借入需要あり ６１ １４ ５７ ８

借入需要なし ３ ２２ ２ ３３

計 ６４ ３６ ５９ ４１

（出所）表４に同じ。
（注）「借入なし」には，実際に借入がない世帯の他に，

借入希望金額が実際の借入金額に満たない世帯
（泗洪県では７世帯［全体の４．５％］，興化市で
は１世帯［同０．１％］）も含まれる。

中国における農村信用社改革と農家の借入行動
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影響をもたらしているのだろうか。その問題を

考察するため，耕地面積あたりの農業投入財（化

学肥料・農薬・種子）購入額と世帯１人あたり

純収入について，信用制約農家とそれ以外の農

家での比較を行った（表９）。農業投入財の購

入額については，本来は他の変数をコントロー

ルすることが望ましいが，ここでは土地面積あ

たりの購入額を比較するという簡便な方法を採

用した。

表９をみると，信用制約を受けていない農家

と比較して，信用制約を受けている農家では投

入財平均購入額が１～２割程度少なくなってお

り，泗洪県ではその格差が相対的に大きい。し

かしながら，ウェルチ近似によるt検定の結果，

有意差は検出されず（t値は泗洪県が１．０４２，興化

市が０．４８５），信用制約の有無で投入額に有意な

格差が存在しているとはいえない。

また，１人あたり純収入についてみると，泗

洪県では借入制約の有無で純収入には極端な格

差が観察されず，興化市ではむしろ信用制約を

受けている農家の方が，平均純収入が１５パーセ

ント程度高いという結果となった。ただし純収

入についてもウェルチ近似によるt検定の結果，

有意差は検出されていない（t値は泗洪県が０．３１４，

興化市が－０．３９８）。

もちろん，信用制約を受けている農家のサン

プルサイズの小ささが，統計的有意性の有無に

影響を与えている可能性もあるため，単純な解

釈は危険である。だが信用制約を受けている世

帯でも投入財の購入や純収入の面で，それ以外

の世帯との間で格段の差異が存在しないという

点は注目すべきと思われる。

そこで，借入制約に陥っている農家の特徴を

より厳密に検証するため，信用制約の有無（信

用制約あり＝１，信用制約なし＝０）を被説明変数

とし，ロジットモデルによる推計を行った。本

稿ではJappelli（１９９０）と宮田・澤田（２００６）に

ならい，借入制約がない場合の最適消費額と手

元の資源で達成可能な消費額との差をZ�と定
義し，このZ�決定の誘導型を以下のように定
式化する。

Z��X��� （１）

Z �1 if Z��0 （２）

Z �0 otherwise （３）

Xは世帯の特徴に関するベクトルであり，�
は誤差項である。Z�は実際に観察することが
できない潜在変数（latent variable）である。そ

のため，観測可能なダミー変数であるZを利用

して，Z�を近似的に表現する。すなわち，実
際に達成可能な消費額が最適消費額よりも小さ

い場合，信用制約が効いており（Z��0），代
理変数であるZが１の値をとると想定し，ロジ

ットモデルの推計を行う。

誘導型の説明変数であるXの変数として，世

帯人数，世帯主の年齢と就学年数（二乗項も含

む），請負耕地面積，長期外出労働者数，預金

口座ダミー，病人数，高校就学者数，家屋の資

表９ 耕地面積あたり化学肥料・農薬・種子
購入額と１人あたり純収入の比較

（単位：元）

農業投入財 純収入

泗洪県 興化市 泗洪県 興化市

信用制約あり
信用制約なし

３２１
４０３

３７７
４２０

１，９４０
２，０４７

６，３１９
５，５２４

計 ３９６ ４１７ ２，０３７ ５，５７６

（出所）表４に同じ。
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産価値（注１８）を利用した（付表を参照）。世帯人数，

年齢，教育水準といった農家の基本的属性のほ

かに，外出労働の影響や信用社との緊密さを表

す変数，資産水準や借入需要に影響を与える医

療・教育関連の変数を説明変数として利用する。

ロジットモデルの推計結果は，表１０に示され

ている。泗洪県の推計結果では，就学年数が有

意な負の係数，その二乗項が有意な正の係数を

とっており，世帯主の就学年数が多いほど，借

入制約に陥る確率は低下するが，その効果は就

学年数の増加とともに逓減することが示された。

それに対して興化市では，年齢が有意な正の係

数，年齢の二乗項が有意な負の係数をとってい

る。すなわち，世帯主の年齢が高いほど，借入

制約に陥りやすくなるが，その効果は年齢の増

加とともに逓減する傾向がある。

その他の変数をみてみると，泗洪県において

有意であったのは預金口座ダミーと病人数であ

った。このことは，預金口座をもつ世帯ほど，

信用社との関係が相対的に密であり，信用制約

に陥りにくくなっており，また病人数が多い世

帯ほど，信用制約に陥りやすいことを示してい

る。世帯内の病人と借入との関係については，

後の借入チャネルの箇所でより詳細に議論する。

他方，興化市では有意水準は低いものの，請

負耕地面積が正，長期外出労働者ダミーが有意

になっている。請負耕地面積の多い世帯ほど，

信用制約に陥りやすい点については解釈が難し

表１０ 信用制約に関するロジット分析結果（２００４年）

泗洪県 興化市

係数 限界的効果 漸近的t値 係数 限界的効果 漸近的t値

世帯人数
年齢
年齢二乗
就学年数
就学年数二乗
請負耕地面積
長期外出労働者数
非農業自営ダミー
預金口座ダミー
病人数

高校就学者数
自宅の資産価値
定数項

０．１９２
０．５５９
－０．００７
－１．０６８
０．０７３
－０．０７１
－０．３６７
０．１４９
－１．３２０
１．２１３
０．４０３

－１．５５E－０５
－９．５６８

０．０１５
０．０４４
－０．００１
－０．０８５
０．００６
－０．００６
－０．０２９
０．０１２
－０．１０５
０．０９６
０．０３２

－１．２４E－０６

１．１０
１．３４
－１．５３
－２．１２
１．８６
－０．８２
－０．６９
０．１４
－１．９０
２．４７
０．５４
－０．２３
－１．０２

**

*

*

**

－０．０４３
１．５０６
－０．０１６
０．５０４
－０．０６０
０．２２８
－０．７２２
０．０００
０．７９１
０．０８９
１．４４８
－２．２３４
－３８．４００

－０．００１
０．０２７
０．０００
０．００９
－０．００１
０．００４
－０．０１３
０．０００
０．０１４
０．００２
０．０２６
－０．０４０

－０．１２
２．３２
－２．５５
０．９０
－１．３１
１．８４
－１．８３
０．８８
０．８９
０．０８
１．１４
－１．５８
－２．２８

**

**

*

*

**

log L

標本数
Wald χ２（８）
Pseudo R２

－４０．８５
１２７
２９．６６
０．２３８

**

－２５．１２
１２４
３２．０２
０．２７７

***

（出所）表４に同じ。
（注）（１）***は１％水準，**は５％水準，*は１０％水準で有意であることを示す。

（２）標準誤差はWhite＝Huber法によって修正した。
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いが，請負耕地面積の多い農家は農業投入財購

入の圧力が強く，それが信用制約に影響してい

ると想像される。外出労働者の多い世帯では，

送金収入が世帯の信用制約を緩和させていると

思われる。その他の変数については，いずれも

有意ではなく，自宅の資産価値や高校就学者な

どの変数は信用制約に影響を与えていない。

以上の分析結果をまとめると，泗洪県と興化

市の両地域共に，信用制約に陥っていると思わ

れる農家の割合は１０パーセント程度存在してい

るが，世帯１人あたり純収入や農業投入財購入

額の面では借入制約世帯とそれ以外の世帯には

有意な格差が存在していない。

さらに，信用制約に関するロジット分析の結

果，信用制約に対して影響を与える要因は２つ

の地域で差異が存在していることが示された。

すわなち，所得水準の低い泗洪県では人的資本

の高さを表す教育水準や，信用社との関係の強

さを示す預金口座ダミーが有意なマイナス効果

をもつ一方，病人の存在は世帯の信用制約の可

能性を高めている。それに対して興化市では，

世帯主の年齢の高い世帯や請負面積が多い世帯

が信用制約に陥りやすい一方，外出労働は信用

制約を緩和させる機能を果たしていることが明

らかになった。

４．借入チャネル別の農家の借入行動

（１）信用社と親類・友人からの借入の特徴

次に，農家の実際の借入行動の特徴について，

２つの借入チャネル（信用社と親類・友人からの

借入）による差異に焦点をあてて考察していく。

まず信用社からの借入について整理する。以下

のデータは，２００１～２００４年に農家が信用社から

受けた直近の融資に関する回答を集計したもの

である。

信用社からの融資形態については，表１１－（１）

で整理した。その表をみると，泗洪県は農業経

営が中心であることを反映して，少額農業融資

の割合が６８パーセントと高い水準にあるのに対

し，興化市ではその割合は４８パーセントと相対

的に低い水準にあることがわかる。その一方，

教育助成融資と一般消費目的の融資を受けてい

る世帯の割合は，共に非常に低い。また，その

他の融資の割合が興化市では５１パーセントと高

くなっている。これについては後述するが，商

業目的（おもに運転資金）の融資を受けている

表１１ 信用社借入の特徴

（１）融資形態

（２）保証の有無

（３）借入の期間

（％）

泗洪県 興化市

少額農業融資
教育助成融資
一般消費融資
その他

６８
２
１
２９

４８
２
０
５１

（％）

泗洪県 興化市

保証が必要 ８８ １００

グループ担保
定期預金

９８
２

９３
７

保証の必要なし １１ ０

（％）

泗洪県 興化市

１～５カ月
６～８カ月
９～１１カ月
１２～１４カ月
１５カ月～

０％
３％
５６％
３７％
５％

１３％
２０％
４％
４４％
１８％

平均（月） １１．０ １１．６

（出所）表４に同じ。
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農家が多いことが影響していると思われる。

表１１－（２）は，信用社融資の際に要求される

保証の有無とその形態について示している。表

から明らかなように，信用社融資に関しては基

本的に何らかの保証が必要であり，その割合は

泗洪県では８８パーセント，興化市では１００パー

セントとなっている。保証の形式としては，信

用社の定期預金を保証としたケースも若干みら

れるものの，保証のほとんどがグループ担保（連

帯保証）で行われており，泗洪県では９８パーセ

ント，興化市では９３パーセントに達している。

グループの平均人数については２つの地域で違

いがあり，泗洪県では４～６名，興化市では２

～４名に集中しており，興化市の方がグループ

担保の人数が少なくなっているという特徴があ

る。

さらに，信用社融資の借入期間に関する分布

をまとめたものが，表１１－（３）である。その表

をみると，平均的な借入期間は両地域ともに１１

～１２カ月程度であるが，借入期間の分布には違

いが示されている。すなわち，泗洪県での信用

社借入の期間が９～１４カ月に集中しているのに

対し，興化市では短期の借入（６カ月前後）と

比較的長期の借入（１２カ月以上）の割合が高く，

双峰分布的な特徴がみられることである。この

相違については，後の借入目的の箇所で議論す

る（注１９）。

信用社融資の平均金利（月利）は，２００１～２００４

年の間でわずかな上昇傾向がみられるものの，

基本的には泗洪県では０．７２～０．７５パーセント，

興化市では０．７６～０．８１パーセントで推移してい

る。また各年の平均金利の標準偏差もともに０．１

前後の水準にあり，貸出金利の世帯間格差も小

さい状況にある（注２０）。これらの地域では，貸出

金利の若干の調整は可能なものの，借入金額や

融資先のリスクにかかわらず，実際には従来通

りのほぼ一律の金利を適用する傾向がある。

続いて，親類・友人からの借入の特徴につい

て簡潔にまとめる。親類・友人から借入を受け

る際，事前に返済期限を設定している世帯の割

合は泗洪県では１４パーセント，興化市では１５パ

ーセントと低く，多くのケースでは返済期限が

設定されていない。返済期限があるケースにつ

いてみてみると，泗洪県では１カ月以下の短期

のものと１年以上のものがそれぞれ４割程度を

占めているが，興化市では１年以上の借入が７

割程度に達する。また，金利の有無については，

親類・友人からの借入のほとんどのケースで金

利が課されることはない（金利なしの世帯の割

合は，泗洪県では９７パーセント，興化市では９３パ

ーセント）。

信用社からの借入と親類・友人からの借入の

性格の違いについては，表１２で整理した。この

表からわかるように，信用社からの融資は農業

生産など自営業のサイクルに対応した形で行わ

れており，グループによる連帯責任が農家の担

保不足を補完している。それに対して，親類・

友人からの借入は，後述するように生活目的を

おもな用途としており，また担保や金利が基本

的に必要なく，かつ返済期限も明確に決まって

おらず，相互扶助的性格が強いものである。

（２）農家の借入チャネル選択の特徴

このように，信用社からの融資と親類・友人

からの借入では，借入の条件やその性質に大き

な違いがみられる。そこで，農家の借入チャネ

ルを「◯１借入なし」，「◯２信用社のみから借入」，

「◯３親類・友人のみから借入」，「◯４信用社と親

類・友人の双方から借入」という４つのパター

中国における農村信用社改革と農家の借入行動
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ンに分類した。パターン別の世帯数とその構成

比については，表１３でまとめた。表５に比べて

世帯数が少ないのは，後述の計量分析で利用し

た標本にもとづいて集計したからである。

表をみると，泗洪県では「◯２信用社のみ」か

ら借り入れている世帯の割合が３６パーセントと

高いのに対して，興化市では「◯１借りなし世帯」

の比率が４８パーセントと半分程度を占めている

ことがわかる。他方，「◯３親類・友人のみ」か

ら借入を受けている世帯の割合は，両地域とも

に２０パーセント弱の水準にあり，「◯４双方から」

借入を受けている世帯の割合については，泗洪

県が２２パーセントと若干，高くなっている。

次に，借入チャネル別の借入目的の差異につ

いて，表１４で整理した（注２１）。まず２つの地域全

体としての借入目的をみてみると，泗洪県では

農業目的の借入が３２パーセントともっとも高く

なっているのに対し，興化市では商業目的の借

入の割合が５６パーセントと非常に高く，農業目

的も１９パーセントと比較的高い割合を占めてい

る。また，医療費と子供の教育費のために借入

をしている世帯の割合は，泗洪県ではそれぞれ

表１２ 信用社と親類・友人からの借入の比較

表１３ 農家の借入チャネルの構成

信用社からの借入 親類・友人からの借入

借入期間 １１～１２カ月前後 多くは期限が設定されず

金利 ０．７～０．８％（月利） ほとんどのケースでなし

借入額
（２００４年）

泗洪県農家：約６，５００元
興化市農家：約２４，０００元

泗洪県農家：約５，０００元
興化市農家：約１５，０００元

保証の有無
少額融資は返済の連帯保証を採用。
グループ人数は泗洪県が５名，興化
市が３名程度

必要なし（人間関係が担保）

返済不能時の対処
新規融資の不可，グループメンバー
に対して代理返済請求

社会的信用の低下

おもな使途
生産目的が中心（農業・非農業自営
業の運転資金や投資資金など）

生活目的が中心（医療費，教育費，
住宅建設費など）

使途の制限 制限あり 基本的に制限なし

（出所）表４に同じ。

泗洪県 興化市

世帯数 構成比 世帯数 構成比

◯１借入なし
◯２信用社のみから借入
◯３親類・友人のみから借入
◯４信用社と親類・友人の双方

３２
４６
２１
２８

２５％
３６％
１７％
２２％

５９
２５
２４
１６

４８％
２０％
１９％
１３％

計 １２７ １００％ １２４ １００％

（出所）表４に同じ。
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１４パーセント，１７パーセントと比較的高くなっ

ている。それに対し，興化市では６パーセント，

２パーセントと非常に低い状態にあることがわ

かる。

さらに，各々の借入パターン毎にみていくと，

泗洪県では「◯１信用社のみ」から借り入れてい

る世帯では農業目的の割合が４４パーセントと非

常に高く，全般的に生産目的の構成比が高いこ

とがわかる。他方，「◯３親類・友人のみ」から

借り入れている世帯では農業目的の借入の構成

比は１１パーセントと低いのに対し，住宅の購入

・補修や医療費，教育費など，生活目的の借入

が高い割合を占めている。また，「◯４信用社と

親類・友人と双方」から借り入れている世帯で

は，借入目的は中間的な特徴を示している。

興化市の借入目的をみてみると，「◯２信用社

のみ」から借り入れている農家では，商業目的

に利用される割合が８０パーセントと圧倒的に高

い。それに対して，「◯３親類・友人のみ」と「◯４

信用社と親類・友人の双方」から借り入れてい

る世帯では，農業目的のための借入の割合が高

い。また「◯３親類・友人のみ」のケースでは医

療費や子供の教育費など生活目的の借入の割合

が多少高くなっているが，泗洪県ほど格差は明

確ではない。

ところで，泗洪県の信用社融資において，農

業目的の借入の割合が高いことは，表１１－（１）

の信用社からの融資形態の半分近くが「少額農

業融資」であるという結果と整合的である。ま

た，表１１で示されているように，教育費や一般

消費などの生活目的の形で信用社から融資を受

けている世帯の割合は低くなっており，これは

「◯３親類・友人のみ」から借り入れている世帯

で，生活目的の割合が相対的に高いこととも一

致している。

このことは，葉・朱・楊（２００４）やKochar（１９９７）

が示唆するように，所得水準の低い泗洪県の農

家では，農業生産目的の資金は主として信用社

から，生活目的の資金は主として親類・友人か

らというような，借入チャネルによる棲み分け

がなされていることが考えられる（注２２）。

今回の農家調査では，農家の金融行動以外に

医療関連の質問項目も数多く設定した。そこで

生活目的の支出のうち，医療費（入院費，薬代，

表１４ 借入先パターン別の借入の主たる目的

（％）

泗洪県 興化市

計
◯２信用社
のみ

◯３親類友人
のみ

◯４双方 計
◯２信用社
のみ

◯３親類友人
のみ

◯４双方

農業（運転・投資資金）
商業（運転・投資資金）
住宅の購入・補修
結婚費用
医療費

子供の教育費
その他

３２
７
２１
５
１４
１７
５

４４
１２
１９
２
６
１５
２

１１
０
３２
７
２１
２１
７

３２
６
１３
６
１９
１６
６

１９
５６
１２
２
６
２
４

０
８０
１５
０
５
０
０

３０
３０
１０
５
１０
５
１０

３３
５８
８
０
０
０
０

（出所）表４に同じ。
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治療費の合計）の特徴について着目し，農家の

借入行動と医療費負担との関係について簡潔に

説明する。表４で示されたように，家計の支出

のなかで医療費の占める割合は１０～１６パーセン

トであり，支出に占める割合では教育費の方が

高い。しかし，病人がいる世帯とそうではない

世帯では医療費負担は大きく異なる。

表１５－（１）では「３００元以上の医療費支出があ

る世帯」のみを取り出し，医療費平均負担額を

計算した。その世帯の割合は２つの地域とも２０

パーセント前後であるが，平均医療費は泗洪県

では３１８２元（平均純収入の３５パーセント），興化

市では６０５５元（同２６パーセント）である。すな

わち，病人がいる世帯では医療費負担はかなり

大きく，とりわけ所得水準の低い泗洪県の世帯

では経済的に厳しい状況に陥っていることが想

像される。

また，入院費・治療費を支払う際の主たる源

泉を質問したところ（表１５－（２）），両地域とも

貯蓄を利用する割合がもっとも高いが，借入金

に依存する世帯比率は興化市が１４パーセントで

あるのに対し，泗洪県ではその割合が３５パーセ

ントと相対的に高くなっている。この点からも，

所得水準が低く十分な貯蓄をもたない泗洪県の

世帯において，医療費を借入に依存する程度が

高くなることが窺える（注２３）。

さらに信用制約の分析と同様，借入チャネル

毎に耕地面積あたりの農業投入財の購入額と，

１人あたり純収入についてクロス表を作成した

（表１６）。まず投入財購入額についてみてみる

と，泗洪県では親類・友人から借り入れている

世帯の金額が３０３元と，ほかのタイプの世帯よ

りもかなり低い水準にあることがわかる。とり

わけ，双方から借り入れている世帯（４８５元）

と比べると，その差は歴然としている。興化市

についても，双方から借り入れている世帯の農

業投入財の購入額が高くなっているが，それ以

外のタイプの世帯では大きな格差が観察されな

かった。

さらに，借入チャネル毎の１人あたり純収入

についても整理した。泗洪県では，親類・友人

のみから借入を受けている世帯の純収入が，ほ

かの世帯よりとも１割程度低くなっている。そ

の他の世帯間では大きな格差がみられていない。

表１５ 医療費支出の特徴

（１）病人のいる世帯の平均医療費

（２）医療費の源泉

表１６ 借入チャネルと農業投入財，
及び純収入との関係

泗洪県 興化市

医療費（元）
純収入に占める割合

３，１８２
３５％

６，０５５
２６％

（％）

泗洪県 興化市

家計の貯蓄
合作医療保険からの給付

借入
財産の売却
その他

５３
４
３５
１
７

８０
２
１４
０
５

（出所）表４に同じ。

（単位：元）

農業投入財 純収入

泗洪県 興化市 泗洪県 興化市

◯１借入なし
◯２信用社のみ
◯３親類・友人のみ
◯４双方

４２４
４０４
３０３
４８５

３７３
３９７
３９０
４３９

２，１７４
２，０４４
１，８３２
２，１１３

６，４５８
５，４３２
４，０９３
７，００２

計 ４０６ ３８７ ２，０５３ ５，８５０

（出所）表４に同じ。
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他方，興化市の世帯でも親類・友人のみから借

入を受けている世帯の純収入が，ほかの世帯の

それを大きく下回っていることがわかる。また，

借入なし世帯と双方から借り入れている世帯で

は，純収入が平均よりも高いという特徴も窺え

る（注２４）。

（３）チャネル選択の多項ロジット分析

借入チャネル毎の農家タイプの相違を明らか

にするため，本稿では借入チャネルの選択を被

説明変数とする多項ロジット分析を行った。そ

の際，「◯２信用社からの借入」と「◯３親類・友

人からの借入」の差異を明確にするため，「◯２

信用社のみ」と「◯４信用社と親類・友人の双方」

というカテゴリーをひとつに統合した。すなわ

ち被説明変数を「◯１借入なし」，「◯２信用社から

の借入あり」，「◯３親類・友人からの借入のみ」

という３つにカテゴリーに再分類し，推計モデ

ルの被説明変数を簡素化している（注２５）。

多項ロジットモデルの説明変数としては，信

用制約のロジット分析で利用した変数を基本的

に利用する。その他に，表１５で示唆された純収

入格差を明示的に考察するため，純収入の対数

値も説明変数に追加した。ただし純収入は，農

家の労働力配分や人的・物的資本によって決定

される内生変数である。そのため，第１段階で

純収入を推計し，その推計値を第２段階の多項

ロジット分析の説明変数に加えた（注２６）。

多項ロジットの推計結果は，表１７に示されて

いる。その表では，「◯１借入なし」世帯をベー

スラインとした推計（a）と，「◯３親類・友人のみ」

の世帯をベースラインとした推計（b）の結果が

表示されている。まず，泗洪県の（a）の推計結

果をみると，「信用社」と「親類・友人のみ」

という２つの借入チャネル選択に影響を与える

変数の特徴は，非常に似通っていることがわか

る。すなわち（a）の推計において，長期外出労

働者数，非農業自営業ダミー，預金口座ダミー

という３つの変数は２つのチャネルともに有意

であり，それらの符号も２つの借入チャネルで

同じである。

具体的に説明すると，長期外出労働者数が多

いほど，「信用社」あるいは「親類・友人のみ」

から借入を行う可能性が低くなる。これは出稼

ぎ労働による送金が，家計の借入需要を緩和さ

せていることを示唆するものと思われる。他方，

非農業自営ダミーはともに有意な正の効果，預

金口座ダミーはいずれも有意な負の効果がある。

すなわち，非農業自営を行っている世帯ほど借

入を受ける確率が上昇する一方，預金口座をも

つ世帯はむしろ借入を行わないという特徴が観

察された（注２７）。他方，純収入や病人数，高校就

学者数や自宅の資産価値といった変数はいずれ

のケースでも有意ではなかった。

さらに，◯２「親類・友人のみ」を基準とした

泗洪県の推計（b）をみてみると，預金口座ダミ

ーと病人数が有意な係数をとる一方，その他の

変数ではいずれも有意な結果はみられない。預

金口座については，預金口座をもつ世帯ほど，

信用社からの借入を受ける傾向が存在している。

また病人数が多い世帯ほど，親類・友人からの

借入を受けるという結果が導出された。この病

人数に関する結果は，表１４の借入目的の結果と

も整合的であり，病人数が多い世帯では信用社

よりも親類・友人からのチャネルで借入を行う

ことが示されている。

他方，表１７の興化市の推計結果をみてみると，

泗洪県の結果とは異なり，全般的に有意となっ

た変数は少なく，モデル全体としてのあてはま

中国における農村信用社改革と農家の借入行動
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表１７ 借入チャネル選択の多項ロジット分析結果
泗洪県

変数

推計（a） 推計（b）

信用社 親類・友人のみ 信用社

係数 漸近的t値 係数 漸近的t値 係数 漸近的t値

推計所得（対数）
世帯人数

年齢（世帯主）
教育水準

長期外出労働者数
非農業自営ダミー
預金口座ダミー
病人数

高校就学者数
自宅の資産価値
定数項

０．０１１
０．３５８
－０．０３９
－０．０４１
－０．６７５
１．４００
－１．３１７
－０．４３８
０．３３９

４．７２E－０５
２．１３０

０．０３
１．６１
－１．２５
－０．３６
－３．１３
１．８８
－２．４２
－０．９２
０．４５
０．７０
０．５５

***

*

**

０．６２２
０．１７２
０．００５
０．０１４
－０．９６８
１．６６８
－２．７９７
０．６５７
０．７５５

－８．０９E－０５
－５．６２３

１．２２
０．６２
０．１４
０．０９
－２．６３
１．７４
－３．１６
１．３４
０．８０
－０．６８
－１．２０

***

*

***

－０．６１１
０．１８７
－０．０４５
－０．０５５
０．２９３
－０．２６８
１．４８０
－１．０９５
－０．４１６

１．２８E－０４
７．７５４

－１．３５
０．８９
－１．５２
－０．３９
０．８３
－０．３３
１．７８
－２．４７
－０．６２
１．１７
１．９３

*

**

*

Log L

標本数
Wald χ２（２０）
Pseudo R２

－１２．７３
１２７
４１．０６
０．１５７

***

興化市

変数

推計（a） 推計（b）

信用社 親類・友人のみ 信用社

係数 漸近的t値 係数 漸近的t値 係数 漸近的t値

推計所得（対数）
世帯人数

年齢（世帯主）
教育水準

長期外出労働者数
非農業自営ダミー
預金口座ダミー
病人数

高校就学者数
自宅の資産価値
定数項

０．１７０
０．１４７
０．００８
０．１２３
－０．６０４
０．５４５
０．２９７
－０．１３４
－０．３９９

－１．５３E－０５
－３．１０１

０．６３
０．８３
０．２８
１．１３
－２．４５
０．８９
０．５６
－０．３１
－０．５４
－１．４２
－１．１８

*

－０．１１４
０．０９８
０．００５
０．１３１
－０．６４９
－０．５１７
－１．１１５
０．４２３
０．１８７

－１．１５E－０５
０．０７７

－０．４１
０．４９
０．１８
１．１１
－１．９６
－０．５１
－１．７６
０．６６
０．２８
－０．７２
０．０２

**

*

０．２８４
０．０４９
０．００３
－０．００８
０．０４６
１．０６３
１．４１２
－０．５５７
－０．５８６

－３．８２E－０６
－３．１７８

０．８８
０．２４
０．１２
－０．０７
０．１４
１．０６
２．１８
－０．８４
－０．８０
－０．２３
－１．０４

**

Log L

標本数
Wald χ２（２０）
Pseudo R２

－１１４．４０
１２４
１９．３５
０．１１１

（出所）表４に同じ。
（注）（１）***は１％水準，**は５％水準，*は１０％水準で有意であることを示す。

（２）標準誤差はWhite＝Huber法によって修正した。
（３）推計（a）は「借入なし」世帯を基準に，推計（b）は「親類・友人のみ」世帯を基準に推計を行った結果である。
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りもよくない。推計（a）では親類・友人のチャ

ネルに関して，有意な変数は長期外出労働者数

と預金口座ダミー（ともにマイナス）であり，

信用社のチャネルに関して，有意な変数は長期

外出労働者数のみであった。預金口座をもつ世

帯ほど，そして長期外出労働者数の多い世帯ほ

ど，いずれのチャネルからも借入をしなくなる

傾向があるという点は，泗洪県の推計結果と同

様である。

さらに興化市の表１７の推計（b）をみてみると，

預金口座ダミーは有意な正の係数をとっており，

預金口座をもつ世帯は信用社借入を行う確率が

高くなっている。しかしながら，その他のいず

れの変数も有意ではなく，泗洪県のように病人

数が多い世帯ほど親類・友人からの借入を選択

するといった特徴も観察されていない。

お わ り に

本稿では，江蘇省の２つの地域（泗洪県と興

化市）でのアンケート調査にもとづき，農家の

信用制約の実態と借入チャネルの選択行動につ

いて考察してきた。実証分析の結果，いずれの

地域でも農家の借入はおもに農村信用社，ある

いは親類・友人というチャネルに依存している

が，農家に対する融資面で農村信用社のプレゼ

ンスは近年向上してきており，特に経済発展が

遅れている泗洪県では，少額融資など農家の借

入面で農村信用社の果たしている役割が大きい

ことが示された。

信用制約については，泗洪県と興化市ともに

信用制約に陥っている農家は依然として１０パー

セント程度存在する反面，世帯１人あたり純収

入や農業投入財の面では信用制約世帯とそれ以

外の世帯には有意な格差が存在しない。

そして信用制約に関するロジット分析の結果，

泗洪県では人的資本を表す教育水準の高さや預

金口座の存在が，信用制約に陥る可能性を低め

る効果をもつ一方，病人の多い世帯ではその可

能性が高くなっていることが示された。それに

対して興化市では，世帯主の年齢の高い世帯や

請負面積が多い世帯が信用制約に陥りやすいが，

外出労働は信用制約を緩和させる機能を果たし

ていることが明らかになった。

さらに，借入チャネル選択に関する考察によ

ると，泗洪県では生活目的での資金の借入を親

類・友人からの借入に依存する傾向が存在する。

とりわけ，病人がいる世帯では医療費の負担額

が大きいため，預金の取り崩しや合作医療から

の給付のみでは十分に対応できず，親類・友人

からの借入に依存する傾向が強いという結果が

導びかれた。また，長期外出労働者の多い世帯

ほど借入を行わない確率を高めることから，そ

れらの出稼ぎ労働による収入は農家の借入需要

を緩和する効果をもたらしていると考えられる。

以上の分析から，江蘇省の調査地域では，生

産活動に関して農村信用社からの融資の影響が

大きい反面，医療費支出などの生活面での借入

需要や一時的なショックに対応するための借入

需要に対しては，信用社融資は十分な機能を果

たしておらず，むしろインフォーマル金融が果

たしている役割が大きいと指摘できる。特に，

経済レベルの低い泗洪県ではその傾向が顕著で

あり，病人の存在によって信用制約に陥る可能

性が高くなったり，医療費を貯蓄の取り崩しや

親類・友人からの借入に依存せざるを得ない状

況にあることから，農家の医療費負担を削減す

るための政策的介入が必要と思われる。

中国における農村信用社改革と農家の借入行動
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ただし医療費支出に対する農家の借入需要に

対して，農村信用社が融資の形で関与していく

ことは必ずしも適切な政策とは限らない。逆選

抜やモラルハザードの問題はあるものの，病気

による世帯の稼働能力低下を考慮すると，むし

ろ医療保険制度を充実させ，医療費を保険金給

付の形でまかなう方が農村金融全体としては適

切な処方箋のように思われる。２つの調査地域

でも，新型合作医療制度が普及してきているが，

医療費は実際には農家の自己負担に大きく依存

する形になっている。したがって，医療保険制

度の充実やリスクシェアリング機能をいっそう

充実させ，農家が負担する医療費負担を軽減さ

せることが，望ましい方向と思われる（注２８）。

一方，本稿の分析で残された課題も多い。調

査設計の関係上，農村信用社改革の実施地域と

未実施地域との比較研究が本稿では実施できて

おらず，改革実施地域間の比較研究に終始して

いるという限界が存在する。また分析の視点に

ついても，農家の金融的行動の考察が中心にな

っており，農村信用社の経営に関する分析が不

足している。

さらに，農家の借入チャネルの選択行動の推

計モデルは初歩的推計の域を出ず，とりわけ興

化市農家の行動を十分に捉えたモデルにはなっ

ていないという問題も存在する。今後の借入チ

ャネル選択に関する研究では，借入チャネルの

整理・分類方法を改善し，農家の実態をより反

映させた分析を行うことが求められる。

ところで２００６年以降，中国の農村金融に関し

て新たな動きもみられている。すなわち，商業

銀行資本や民間資本など幅広い対象から出資を

募る形での郷村銀行，地元の農民や中小企業に

よる協同信用組織，さらに地元の商業銀行や農

村信用合作銀行による貸出専門の子会社の設立

が促進されている（表１を参照）。また郵便局の

貸出業務が解禁されたり，農業発展銀行による

企業向け貸付・インフラ建設貸付業務への参入

も許可されたりするなど，農村金融を巡る近年

の変化は非常に大きいものがある。

このような規制緩和政策の狙いは，様々な金

融機関の参入を促し，農家や中小企業に対する

金融機関のカバー率を高めるとともに，農村金

融の競争強化とサービス向上を図ることにある。

農村金融での融資チャネルの増大と多様化は，

農家の信用制約を解消し，農家の経済水準や厚

生向上の面でメリットが大きいと思われる。反

面，農家の資金需要は多様であり，前述の医療

費のように，金融機関からの融資の形が最も効

率的な形態とはいい難いものも存在する。

ゆえに，農家の資金需要や経済水準に応じた

適切な金融サービスの提供を実現するため，融

資・保険・公共サービスなどを効率的に組み合

わせ，農村金融の適切な制度設計を行っていく

ことが，今後の重要な政策課題である。

（注１） 「農村合作基金会」とは，農村内部で形

成された協同組合形式の金融組織である。人民公社

時代に地域経済組織が所有していた積立金や債権，

その後の農村改革によって発生した新規積立金を資

本として，地域経済組織構成員に対する生産目的の

資金融資のために１９８０年代中頃に誕生し，その後９０

年代に入ってその数は各地で急増していた。

（注２） 江蘇省では，２００２年に３行（張家港市，

常熟市，江陰市），２００４年には４行（呉江市，東呉市，

昆山市，太倉市），２００５年には１行（武進市）の農村

商業銀行が設立された。

（注３） 統計数値については，『中国農村統計年鑑』

と『中国金融年鑑』（ともに各年版）より計算した。

１９９０年代の農村信用社と農業銀行の動向の詳細につ

いては，阮（２０００），斉（２０００），寳劔（２００２）など
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を参照されたい。

（注４） 農村信用社はもともと独立した組織であ

ったが，１９５０年代の大躍進運動のなかで人民銀行の

末端機関として一貫して位置づけられてきた。そし

て１９７９年以降，中国農業銀行の復活にともない，人

民銀行から農業銀行の管理下に移った。

（注５） 農村信用社の経営状況については，「２００５

中国財富管理論壇」における中国銀行管理監督委員

会の李偉・副主席の発言内容を参照した［新華社通

信ウェブサイト］。また，農村信用社の経営がここま

で悪化した理由として，◯１農村信用社の所有権が不

明確であり，コーポレート・ガバナンスが有効に機

能しなかったこと，◯２管理体制が十分に整備されて

おらず，管理権限と責任が明確になっていなかった

こと，◯３１９９６年の改革以前から引き継いだ過去の負

の遺産が大きく，優良資産が不足していたため，経

営が困難であったこと，◯４１９９０年代末から国有商業

銀行が農村部から撤退した上，農村合作基金会も一

斉閉鎖されたため，農村金融が農村信用社によって

独占され，競争原理が働かなかったこと，などが指

摘されている［張・張２００４］。

（注６） 「農村商業銀行」と「農村合作銀行」の

設立条件は異なる。前者は設立前に１０億元以上の資

産残高が必要で，資本金については前者が５０００万元

以上，後者が２０００万元以上，自己資本比率について

は前者が８パーセント以上，後者が４パーセント以

上となっており，不良債権比率についてはともに１５

パーセント以下という条件がある。それらの基準に

達しないものについては，「農村信用聯社」（県を単

位とする独立採算法人）となっている。

（注７） 中国銀行業監督管理委員会の発表による

と，２００７年第１四半期時点での農村商業銀行の不良

債権額は１５０億６０００万元，不良債権比率は５．３２パーセ

ントとなっている［中国銀行業監督管理委員会ウェ

ブサイト］。

（注８）１９９０年代を研究対象とするものであるが，

中国農村におけるインフォーマル金融の実態に関し

ては，杜（１９９７）や曹（２００１）などの現地調査にも

とづく優れた研究も存在する。他方，農村信用社の

少額融資以外にも，非政府組織によるマイクロファ

イナンスに焦点をあて，農村金融の実態について考

察する研究も近年，数多く出版されてきている。主

要なものとしては，Park and Ren（２００１），杜（２００４），

孫（２００６a，b）などが挙げられる。

なお，農村信用社による農家への少額融資もマイ

クロファイナンスの一種と考えられる。しかし，農

村信用社ではそれ以外にも多様な形態の融資（不動

産や預金などを担保にした農家への融資，郷鎮企業

や商工業者への担保融資など）を行っており，マイ

クロファイナンスに特化した金融機関ではない。そ

のような混同を避けるため，本稿では，農村信用社

による農家への少額融資（無担保，あるいは連帯保

証によるもの）をマイクロクレジットとは呼ばず，「少

額融資」という用語を利用する。

（注９） 多少古い研究であるが，１９８０年代末の中

国における農家の借入行動の特徴について，信用制

約や信用割当などの理論的フレームワークにもとづ

き，農家調査データを利用して実証分析を行った研

究として，Feder and others（１９９０；１９９３）が挙げら

れる。

（注１０） 「純収入」とは，世帯総収入から自営経

営費支出，課税公課，生産性固定資産減価償却費，

調査補助金を差し引いた金額のことであり，農家の

経済水準を示す指標である。筆者らが江蘇省で実施

したアンケート調査でも，この「純収入」の定義に

できるだけ近い形の調査票を設計し，調査を実施し

た。ちなみに，２００４年の農民１人あたり純収入（全

国平均）は２９３６元である。

（注１１） 当初の調査計画では，蘇北・蘇中・蘇南

という３つの地区に属する農家に対してアンケート

調査を行い，３地区間での比較研究を実施すること

を予定していた。実際，蘇南地区に属する常熟市も

訪問したが，現地調査の協力主体である農村商業銀

行は，既に農家との関係が希薄になっており，農家

に対する調査の実施が困難であった。そのため，常

熟市では農村商業銀行の融資先企業を選定し，その

従業員に対するアンケート調査に切り替えた。した

がって常熟市での調査は，他の２つの地区に対する

調査と性格が異なっているため，本稿では常熟市に

おける調査結果は含めていない。

（注１２） 地域内の全農民に対して事前に信用評価

を行い，農家ごとに信用調査書を作成する方法は，

中国における農村信用社改革と農家の借入行動
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筆者が２００４年７月に現地調査を行った山西省定襄県

の農村信用社においても採用されていた［Hoken

２００６参照］。また，この信用調査書の内容や審査方法

については，王他（２００６）で詳細に記述されている。

（注１３） 江蘇省農家調査では，「想定する借入先の

選択理由」についても質問している（単一回答）。「農

村信用社」と回答した理由としては，「手続きが簡便」

と回答した割合が高く，泗洪県では４９パーセント，

興化市では８３パーセントに達している。

（注１４） 信用社改革の先進地域とそれ以外の地域

の違いを考察するため，２００５年秋に四川省社会科学

院によって実施された，四川省農家調査（剣閣県，

小金県，江油市の３県，合計５７０世帯）における同様

の質問に関する結果と比較した。その結果，信用社

改革が遅れている四川省の農村では，「親類・友人」

からの借入を最初に想定する世帯の割合が６４パーセ

ントと高いのに対し，「信用社」を想定した世帯は３０

パーセントと江蘇省農家調査に比べて低くなってい

るという結果になった。この点からも，江蘇省では

信用社が主要な借入先として認識されていることが

窺える。

（注１５） 信用社融資に関する２００４年の農家の信用

枠について質問したところ，泗洪県では５０００元未満

の世帯の割合が５２パーセント，５０００～１万元が３４パ

ーセントである一方，興化市については１～２万元

が２５パーセント，２～５万元が３９パーセントと高い

割合を占めている。信用枠の分布は信用社からの実

際の借入額と整合的であり，信用枠の上限に近い金

額を農家が借り入れていることが推察される。

（注１６） 江蘇省農家調査では，農村信用社改革に

対する農家の評価に関する質問も行っている。回答

率自体は低いが（泗洪県３５パーセント，興化市３８パ

ーセント），「以前よりも融資を受けるのが容易にな

った」と回答した世帯の割合は泗洪県では７３パーセ

ント，興化市では６１パーセントとなっており，高い

割合を占めている。ただし，興化市では 「変化なし」

と回答した割合も３１パーセントと高く，信用社改革

への評価には地域格差も存在する。

（注１７） 農家に対して「経済余剰の有無」（生産費

用や生活基本支出を差し引いた後の余剰の有無）に

ついて質問したところ，「余剰あり」と回答した世帯

の割合は，泗洪県では５１パーセントであるのに対し，

興化市では８１パーセントと高い割合を占めており，

経済的余剰の存在が借入需要の低さに影響している

と考えられる。

（注１８） 家屋資産価値の減価については，取得年

から３０年間で資産価値が消滅することを前提とした

上，定額法によって計算した。また，家屋の建設（取

得）年数の数値が欠損の際には，欠損世帯を除く行

政村内の家屋建設年の平均値を代入し，家屋資産価

値を推計した。

（注１９） 信用社融資の返済情況についても質問し

たところ，期限内に返済していると回答した世帯の

割合は，泗洪県では９８パーセント，興化市では９５パ

ーセントと非常に高い割合となった。

（注２０） 高利貸しや「私人銭荘」（私営金融組織）

からの借入はケースが少ないが（泗洪県では４世帯，

興化市では２世帯），借入金利（月利）は高いもので

は４パーセント，３パーセント，２．２パーセントとな

っており（その他は０．７～０．８パーセント前後），信用

社融資の金利の４～５倍の水準にある。また，高利

貸しや私人銭荘からの平均借入金額は，泗洪県のケ

ースでは３０００～５０００元前後，興化市では１万５０００元

程度となっている。

（注２１） 本アンケート調査の「借入目的」に関す

る質問項目は，該当する借入目的を優先順位で３つ

選択するという形になっている（表１４のクロス表で

は，最優先の借入目的データのみを利用）。そのため，

個別の借入について借入目的を直接的に質問する形

にはなっておらず，借入目的と借入チャネルとの間

に若干の誤差が発生していることも考えられる。し

かしながら，第２，第３の借入目的の回答データも利

用してクロス集計をしたケースでも，集計データの

傾向には大きな変化がみられなかった。

（注２２） 信用社による少額融資の用途として，生

産目的に他に，生活目的（住宅建設，医療費，子供

の教育費など）の融資も制度上，認められている（表

１の人民銀行通達［２００１年］による）。葉・朱・楊

（２００４）の農家調査に関しても，調査が行われた６２

農家のうち，３つの農家が治療費目的で少額融資を

受けている一方，２世帯が同じ目的で融資を却下さ

れている。泗洪県と興化市に関して，医療費目的の
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少額融資がどの程度，実施されているかについて十

分な調査が行われていない。だが，ヒアリングの結

果や著者が実際に農家を訪問した印象としては，医

療費目的の少額融資は非常に限定されていると思わ

れる。

（注２３） 中国では２００３年頃から農村医療制度の改

革が開始され，各地で新型の農村合作医療保険制度

の設立が進められている。江蘇省農家調査の対象地

域では，その制度は既に開始されており，調査対象

農家の９割程度（泗洪県は８７パーセント，興化市で

は９４パーセント）が新型合作医療保険制度に参加し

ている。しかしながら，表１５－（２）で示されているよ

うに，合作医療からの保険給付金は入院費・治療費

支出の主要な源泉とはなっておらず，貯蓄や借入に

依存する傾向が強い。

同時期に，中国科学院農業政策研究センターが実

施した合作医療保険制度に関する農家調査（５省，８０８

農家）によると，合作医療に参加している農家でも

医療費支出全体に占める合作医療からの保険給付金

の割合はわずかに３．４パーセント，入院費についても

６．２パーセントと非常に低い水準にとどまっており，

江蘇省農家調査の結果と整合的である。顔他 （２００６）

を参照のこと。

（注２４） 農業投入財購入額と１人あたり純収入に

ついて，地域別に一元配置の分散分析を行ったとこ

ろ，４つのケースともに，借入タイプ間の有意差は

検出されなかった。

（注２５） カテゴリー間の係数に関する尤度比検定

を行ったところ，カテゴリー間の係数の差が存在し

ないという帰無仮説は，泗洪県ではカテゴリー◯２と

◯４，◯３と◯４との間で帰無仮説は棄却されなかった（１０

パーセント水準）。そのため，カテゴリー◯２と◯４を統

合した推計（本稿の分析）とカテゴリー◯３と◯４を統

合した推計，さらにカテゴリー◯４を除外した推計の

いずれも実施したが，推計結果には大きな違いは発

生しなかった。

（注２６） 第１段階の純収入関数の説明変数として

は，第２段階の説明変数の他に，世帯労働者数，世

帯内の非農業就業者数，世帯主の年齢，世帯主の就

学年数，世帯主の性別ダミー，２０歳未満労働者比率，２０

～３４歳労働者比率，３５～５０歳労働者比率，耕地面積，

畜産ダミー，トラクターの割引現在価値を利用した。

（注２７） 預金口座ダミーに関しては，信用社から

の融資を受けるためには，信用社への預金を強制さ

れるという逆の相関の可能性もある。しかし表１１－

（３）に示されているように，融資に関して預金を担保

とするケースは非常に少なく，融資認可面での逆の

相関の可能性は低いと考えられる。

（注２８） 江蘇省では２００６年以降，農村合作医療制

度に対する農民１人あたりの出資金（農家が支払う

保険料と，県政府と省政府の補助金から構成）の最

低基準を３０元から５０元に引き上げる一方，入院費に

関する保険負担比率の最低水準を３０パーセントから

４０パーセントへ，保険金の上限額も２万元から３万

元へ引き上げており，農民の医療費負担をより軽減

する政策を進めている。その際，出資金に関して農

家の負担が大幅に上昇しないよう，地域の経済状況

に応じて政府の負担比率を高めるよう配慮されてい

る。例えば泗洪県などの低所得地域では，農家１人

あたりの保険料は１０元から１５元への引き上げにとど

まるという。江蘇省の農村合作医療制度の政策動向

については，江蘇省衛生庁ウェブサイト，泗洪県に

関しては，県衛生局のウェブサイト掲載の資料を参

照した。
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付表 計量分析に関する基本統計量

変数の定義 単位
泗洪県 興化市

平均 標準偏差 平均 標準偏差

世帯人数 世帯に属する人数 人 ４．３４６ １．４７１ ４．３３９ １．４３６

年齢 世帯主の年齢 年 ４７．１６５ １０．２５５ ５０．９５２ １０．５１７

就学年数 世帯主の就学年数 年 ６．２８６ ２．４１６ ６．０２０ ２．５２３

長期外出労働者数
半年以上家を離れて外地で就業している
労働者の世帯あたり人数

人 ０．７４８ １．０９８ １．０００ １．１７６

非農業自営ダミー
農業以外の自営業を行っている世帯＝１，
行っていない＝０

０．１３４ ０．１６９

預金口座ダミー 農村信用社に預金口座あり＝１，なし＝０ ０．３２３ ０．５８１

病人数
健康状態が「非常に悪い」，あるいは「入
院している」人の世帯あたり人数

人 ０．２６８ ０．５２６ ０．２３４ ０．４７９

高校就学者数 高校に在学している人の世帯あたり人数 人 ０．１５０ ０．３８０ ０．０８９ ０．３１３

請負耕地面積
村民小組から農家に配分された請負耕地
面積

ムー ８．３９５ ３．９７９ ５．２９０ ２．７０１

純収入
世帯総収入から自営経営費支出，課税公
課などを差し引いた金額

元 ８，９４３ ６，９１８ ２７，４９０ ３２，６３３

自宅の資産価値
取得年から３０年間で資産価値が消滅する
ことを前提した上，定額法によって計算
した家屋資産の価値

元 ４，９０７ ４，１５５ ２４，０７９ ２２，８８８

標本数 １２７ １２４

（出所）表４に同じ。
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